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平成24年４月１日（日）

 

号　　外（８）

目 次

訓　　　　　令

　○山形県事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する訓令…………………………（人　事　課）…１

  訓　　　　　令  

山形県訓令第７号

庁　　　　　中

出　先　機　関

　山形県事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　平成24年４月１日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　山形県事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する訓令

　山形県事務代決及び専決事務に関する規程（昭和28年12月県訓令第49号）の一部を次のように改正する。

　第13条第１項中「及び支所長」を削る。

　第14条第２項及び第15条第１項中「、事務所長又は支所長」を「又は事務所長」に改める。

　第16条第１項中「、事務所長及び支所長」を「及び事務所長」に改める。

　別表第１人事・服務の項第１項中「、支所長」を削り、同表財務の項第15項中「子ども手当」を「児童手当」に

改め、同表の備考第１項の表を次のように改める。

　別表第１の備考第２項の表を次のように改める。

　別表第１の備考第６項中「（生活環境部危機管理・くらし安心局各課」を「（環境エネルギー部危機管理・くら

し安心局各課」に改め、同項の表中「企画振興部交通政策課」を「企画振興部県民文化課、交通政策課」に、

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

(毎週火・金曜日発行)

右欄左欄

危機管理・くらし安心局長環境エネルギー部危機管理・くらし安心局各課

観光経済交流局長商工労働観光部観光経済交流局各課

右欄左欄

環境エネルギー部長環境エネルギー部危機管理・くらし安心局各課

商工労働観光部長商工労働観光部観光経済交流局各課

生活文化課長生活環境部地球温暖化対策課、水大気環境課、循

環型社会推進課、みどり自然課、生活環境部危機

管理・くらし安心局各課
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、別表第１の備考第８項の表中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、別表第１の備考第10項中「、事務所及び支所」を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「及び事務所」に改め、同項の表中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を削る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別表第２生活環境部の項を次のように改める。

環境企画課長環境エネルギー部エネルギー政策推進課、水大気

環境課、循環型社会推進課、みどり自然課、環境

エネルギー部危機管理・くらし安心局各課

商工観光部各課

商工労働観光部各課

生活環境部危機管理・くらし安心局各課

環境エネルギー部危機管理・くらし安心局各課

支所長及び所属職員温海支所

１　第８条第１項の規

定による一般廃棄物

処理施設の設置の許

可（最終処分場及び

焼却施設に係るもの

に限る。）に関する

こと。

廃棄物の

処理及び

清掃に関

する法律

に関する

こと。

循環型社

会推進課

環境エネ

ルギー部

２　第９条第１項の規

定による一般廃棄物

処理施設の設置の許

可に係る事項の変更

の許可（最終処分場

又は焼却施設に係る

ものに限る。）に関

すること。

３　第15条第１項の規

定による産業廃棄物

処理施設の設置の許

可（廃棄物の処理及

び清掃に関する法律

施行令第７条の２に

規定する産業廃棄物

処理施設及び県内に

事務所又は事業場を

有しない者が設置す

る移動式の施設に係

るものに限る。）に

関すること。
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４　第15条の２の６第

１項の規定による産

業廃棄物処理施設の

設置の許可に係る事

項の変更の許可（廃

棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令

第７条の２に規定す

る産業廃棄物処理施

設及び県内に事務所

又は事業場を有しな

い者が設置する移動

式の施設に係るもの

に限る。）に関する

こと。

５　第15条の17の規定

による指定区域の指

定及び指定の解除に

関すること。

１　第３条第１項の規

定による土地の掘削

の許可に関するこ

と。

温泉法に

関するこ

と。

みどり自

然課

２　第７条の２第１項

（第11条第２項にお

いて準用する場合を

含む。）の規定によ

る掘削のための施設

等の変更の許可等に

関すること。

３　第11条第１項の規

定による増掘又は動

力の装置の許可に関

すること。

４　第14条の２第１項

の規定による温泉の

採取の許可に関する

こと。

５　第14条の７第１項

の規定による温泉の

採取のための施設等

の変更の許可に関す

ること。

１　第７条第２項及び

第８条第２項の規定

による国定公園の公

園計画に関する申出

に関すること。

自然公園

法に関す

ること。
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２　第９条第２項の規

定による国定公園事

業の決定に関するこ

と。

３　第38条第２項の規

定による生態系維持

回復事業計画の策定

に関すること。

１　第７条第１項及び

第８条第１項の規定

による公園計画の決

定並びに廃止及び変

更に関すること。

山形県立

自然公園

条例に関

すること。

２　第８条の２第１項

の規定による公園事

業の決定に関するこ

と。

３　第17条の２第１項

の規定による生態系

維持回復事業計画の

策定に関すること。

１　第８条第１項及び

第４項の規定による

保全計画の決定並び

に廃止及び変更に関

すること。

山形県自

然環境保

全条例に

関するこ

と。

２　第14条の２第１項

の規定による生態系

維持回復事業計画の

策定に関すること。

３　第14条の６第１項

及び第４項の規定に

よる里山環境保全計

画の決定並びに廃止

及び変更に関するこ

と。

１　第４条第１項、第

２項及び第４項の規

定による売渡しに係

る指示、命令及び裁

定に関すること。

生活関連

物資等の

買占め及

び売惜し

みに対す

る緊急措

置に関す

る法律に

関するこ

と。

危機管理

・くらし

安心局く

らし安心

課
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　別表第２子育て推進部の項子ども家庭課の項山形県保母修学資金貸与条例に関すること。の項を削り、同表中

１　第６条第３項の規

定による公表に関す

ること。

国民生活

安定緊急

措置法に

関するこ

と。

２　第７条第１項の規

定による指定物資に

係る標準価格に関す

ること。

３　第７条第２項の規

定による公表に関す

ること。

１　第９条第１項の規

定による生活衛生同

業組合適正化規程の

認可に関すること。

生活衛生

関係営業

の運営の

適正化及

び振興に

関する法

律に関す

ること。

危機管理

・くらし

安心局食

品安全衛

生課

１　第６条第１項の規

定による水道事業の

認可に関すること。

水道法に

関するこ

と。

２　第10条の規定によ

る水道事業の変更の

認可に関すること。

３　第11条（第31条に

おいて準用する場合

を含む。）の規定に

よる事業の休止又は

廃止の許可に関する

こと。

４　第14条第６項の規

定による水道事業の

供給条件の変更の認

可に関すること。

５　第26条の規定によ

る水道用水供給事業

の認可に関するこ

と。

６　第30条第１項の規

定による水道用水供

給事業の変更の認可

に関すること。

１　狂犬病予防のため

の措置に関するこ

と。

狂犬病予

防に関す

ること。
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「　　　　　「

　　　　　を　　　　　に改め、同表農林水産部の項森林課の項森林法に関すること。の項部長専決事項の欄第７

　　　　」　　　　　」

項中「森林施業計画」を「森林経営計画」に改める。

　別表第３総務企画部の項総務課の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

商工

観光

部

商工

労働

観光

部

１　第12条第１

項の規定によ

る規則の認証

に関するこ

と。

宗教法人法に関

すること（最上

総合支庁に限

る。）。

２　第26条第１

項の規定によ

る規則の変更

の認証に関す

ること。

３　第33条の規

定による合併

の認証に関す

ること。

４　第44条第１

項の規定によ

る任意解散の

認証に関する

こと。

５　第78条の２

第１項の規定

による報告及

び質問に関す

ること。

６　第79条第１

項の規定によ

る公益事業以

外の事業の停

止命令に関す

ること。

７　第80条第１

項の規定によ

る認証の取消

しに関するこ

と。

８　第81条第１

項の規定によ

る解散請求に

関すること。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

９　宗教法人に

関する各種証

明等に関する

こと。

１　第９条第２

項の規定によ

る報告の徴

収、立入検査

等に関するこ

と。

不当景品類及び

不当表示防止法

に関すること。

１　第12条第１

項の規定によ

る規則の認証

に関するこ

と。

宗教法人法に関

すること。

２　第26条第１

項の規定によ

る規則の変更

の認証に関す

ること。

３　第33条の規

定による合併

の認証に関す

ること。

４　第44条第１

項の規定によ

る任意解散の

認証に関する

こと。

５　第78条の２

第１項の規定

による報告及

び質問に関す

ること。

６　第79条第１

項の規定によ

る公益事業以

外の事業の停

止命令に関す

ること。

７　第80条第１

項の規定によ

る認証の取消

しに関するこ

と。
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８　第81条第１

項の規定によ

る解散請求に

関すること。

９　宗教法人に

関する各種証

明等に関する

こと。

１　第25条第１

項及び第２項

の規定による

立入調査等に

関すること。

山形県青少年健

全育成条例に関

すること（置賜

総合支庁に限

る。）。

１　第９条第２

項の規定によ

る報告の徴

収、立入検査

等に関するこ

と。

不当景品類及び

不当表示防止法

に関すること。

１　第13条第２

項（第39条第

２項において

準用する場合

を含む。）の

規定による設

立の登記をし

た旨の届出の

受理に関する

こと。

１　第43条の２

（第12条の２

において準用

する場合を含

む。）の規定

による意見の

聴取に関する

こと。

１　第10条の規

定による設立

の認証に関す

ること。

特定非営利活動

促進法に関する

こと（庄内総合

支庁に限り、事

務所が東田川郡

庄内町の区域内

のみに所在する

特定非営利活動

法人に係るもの

を除く。）。

２　第23条第１

項の規定によ

る役員の氏名

等の変更の届

出の受理に関

すること。

２　第48条（第

51条第５項、

第62条及び第

63条第５項に

おいて準用す

る場合を含

む。）の規定

による意見の

聴取に関する

こと。

２　第13条第３

項（第39条第

２項において

準用する場合

を含む。）の

規定による設

立の認証の取

消しに関する

こと。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同部の項地域振興課の項地方

３　第25条第６

項（第52条第

１項（第62条

において準用

する場合を含

む。）の規定

により適用す

る場合を含

む。）の規定

による定款の

変更の届出の

受理に関する

こと。

３　第65条第７

項（第67条第

４項において

準用する場合

を含む。）の

規定による意

見の聴取に関

すること。

３　第25条第３

項の規定によ

る定款の変更

の認証に関す

ること。

４　第25条第７

項（第52条第

１項（第62条

において準用

する場合を含

む。）の規定

により適用す

る場合を含

む。）の規定

による登記事

項証明書の受

理に関するこ

と。

４　第31条第２

項の規定によ

る解散の認証

に関するこ

と。

５　第29条（第

52条 第 １ 項

（第62条にお

いて準用する

場 合 を 含

む。）の規定

により適用す

る場合を含

む。）の規定

による事業報

告書等の受理

に関するこ

と。

５　第32条第２

項の規定によ

る残余財産の

譲渡の認証に

関すること。

６　第30条の規

定による事業

報告書等の閲

覧及び謄写に

関すること。

６　第34条第３

項の規定によ

る合併の認証

に関するこ

と。
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７　第53条第１

項（第62条に

おいて準用す

る場合を含

む。）の規定

による代表者

の氏名の変更

の届出の受理

に関するこ

と。

７　第41条第１

項及び第２項

の規定による

報告の徴収、

検査等に関す

ること。

８　第55条（第

62条において

準用する場合

を含む。）の

規定による役

員報酬規程等

の受理に関す

ること。

８　第42条の規

定による改善

命令に関する

こと。

９　第56条（第

62条において

準用する場合

を含む。）の

規定による役

員報酬規程等

の閲覧及び謄

写に関するこ

と。

９　第43条の規

定による設立

の認証の取消

しに関するこ

と。

10　第44条第１

項の規定によ

る認定に関す

ること。

11　第51条第２

項の規定によ

る認定の有効

期間の更新に

関すること。

12　第58条第１

項の規定によ

る仮認定に関

すること。

13　第63条第１

項及び第２項

の規定による

合併の認定に

関すること。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

自治法に関すること（庄内総合支庁に限る。）。の項を削り、同課の項辺地に係る公共的施設の総合整備のための

財政上の特別措置等に関する法律に関すること。の項総合支庁長専決事項の欄第１項中「第３条第１項及び第５項」

を「第３条第４項（同条第９項において準用する場合を含む。）」に改め、同課の項宗教法人法に関すること（最

上総合支庁を除く。）。の項及び山形県青少年健全育成条例に関すること（村山総合支庁及び置賜総合支庁に限

る。）。の項を削り、同課の項特定非営利活動促進法に関すること。の項を次のように改める。

14　第64条第１

項の規定によ

る報告の徴

収、検査等に

関すること。

15　第65条第１

項及び第２項

の規定による

勧告に関する

こと。

16　第65条第４

項の規定によ

る命令に関す

ること。

17　第66条第１

項の規定によ

るその他の事

業の停止の命

令に関するこ

と。

18　第67条の規

定による認定

及び仮認定の

取消しに関す

ること。

１　第13条第２

項（第39条第

２項において

準用する場合

を含む。）の

規定による設

立の登記をし

た旨の届出の

受理に関する

こと。

１　第43条の２

（第12条の２

において準用

する場合を含

む。）の規定

による意見の

聴取に関する

こと。

１　第10条の規

定による設立

の認証に関す

ること。

特定非営利活動

促進法に関する

こと（庄内総合

支庁を除き、事

務所が山形市、

村山市、上山市、

南陽市又は西村

山郡河北町のい

ずれかの区域内

のみに所在する

特定非営利活動

法人に係るもの

を除く。）。
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２　第23条第１

項の規定によ

る役員の氏名

等の変更の届

出の受理に関

すること。

２　第48条（第

51条第５項、

第62条及び第

63条第５項に

おいて準用す

る場合を含

む。）の規定

による意見の

聴取に関する

こと。

２　第13条第３

項（第39条第

２項において

準用する場合

を含む。）の

規定による設

立の認証の取

消しに関する

こと。

３　第25条第６

項（第52条第

１項（第62条

において準用

する場合を含

む。）の規定

により適用す

る場合を含

む。）の規定

による定款の

変更の届出の

受理に関する

こと。

３　第65条第７

項（第67条第

４項において

準用する場合

を含む。）の

規定による意

見の聴取に関

すること。

３　第25条第３

項の規定によ

る定款の変更

の認証に関す

ること。

４　第25条第７

項（第52条第

１項（第62条

において準用

する場合を含

む。）の規定

により適用す

る場合を含

む。）の規定

による登記事

項証明書の受

理に関するこ

と。

４　第31条第２

項の規定によ

る解散の認証

に関するこ

と。

５　第29条（第

52条 第 １ 項

（第62条にお

いて準用する

場 合 を 含

む。）の規定

により適用す

る場合を含

む。）の規定

による事業報

告書等の受理

に関するこ

と。

５　第32条第２

項の規定によ

る残余財産の

譲渡の認証に

関すること。
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６　第30条の規

定による事業

報告書等の閲

覧及び謄写に

関すること。

６　第34条第３

項の規定によ

る合併の認証

に関するこ

と。

７　第53条第１

項（第62条に

おいて準用す

る場合を含

む。）の規定

による代表者

の氏名の変更

の届出の受理

に関するこ

と。

７　第41条第１

項及び第２項

の規定による

報告の徴収、

検査等に関す

ること。

８　第55条（第

62条において

準用する場合

を含む。）の

規定による役

員報酬規程等

の受理に関す

ること。

８　第42条の規

定による改善

命令に関する

こと。

９　第56条（第

62条において

準用する場合

を含む。）の

規定による役

員報酬規程等

の閲覧及び謄

写に関するこ

と。

９　第43条の規

定による設立

の認証の取消

しに関するこ

と。

10　第44条第１

項の規定によ

る認定に関す

ること。

11　第51条第２

項の規定によ

る認定の有効

期間の更新に

関すること。

12　第58条第１

項の規定によ

る仮認定に関

すること。
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　別表第３保健福祉環境部の項福祉企画課及び福祉課の項児童福祉法に関すること。の項総合支庁長専決事項の欄

中第３項を第９項とし、第２項を第６項とし、同項の次に次の２項を加える。

　７　第24条の39第１項の規定による報告の徴収等に関すること。

　８　第24条の40第１項及び第３項の規定による勧告及び命令に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉企画課及び福祉課の項児童福祉法に関すること。の項総合支庁長専決事項の欄

第１項中「指定施設設置者等に対する」を削り、同項を同欄第５項とし、同項の前に次の４項を加える。

　１　第21条の５の21第１項の規定による報告の徴収等に関すること。

　２　第21条の５の22第１項及び第３項の規定による勧告及び命令に関すること。

　３　第21条の５の26第１項の規定による報告の徴収等に関すること。

　４　第21条の５の27第１項及び第３項の規定による勧告及び命令に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉企画課及び福祉課の項児童福祉法に関すること。の項総合支庁部長専決事項の

欄第１項中「第24条の15第２項」を「第21条の５の21第２項（第21条の５の26第５項、第24条の15第２項及び第24

条の39第５項において準用する場合を含む。）」に改め、同課の項児童福祉法に関すること。の項総合支庁課長専

決事項の欄中第14項を第21項とし、第10項から第13項までを７項ずつ繰り下げ、同欄第９項中「第34条の16第１項」

を「第34条の17第１項」に改め、同項を同欄第16項とし、同欄第８項中「第34条の14」を「第34条の15」に改め、

同項を同欄第15項とし、同欄第７項中「第34条の13第１項」を「第34条の14第１項」に改め、同項を同欄第14項と

し、同欄第６項中「第34条の11」を「第34条の12」に改め、同項を同欄第13項とし、同欄第５項中「第34条の４第

１項」を「第34条の５第１項」に改め、同項を同欄第12項とし、同欄第４項中「第34条の３」を「第34条の４」に

改め、同項を同欄第11項とし、同欄中第３項を第８項とし、同項の次に次の２項を加える。

13　第63条第１

項及び第２項

の規定による

合併の認定に

関すること。

14　第64条第１

項の規定によ

る報告の徴

収、検査等に

関すること。

15　第65条第１

項及び第２項

の規定による

勧告に関する

こと。

16　第65条第４

項の規定によ

る命令に関す

ること。

17　第66条第１

項の規定によ

るその他の事

業の停止の命

令に関するこ

と。

18　第67条の規

定による認定

及び仮認定の

取消しに関す

ること。
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　９　第24条の38の規定による届出の受理に関すること。

　10　第34条の３の規定による障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業に係る届出の受理に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉企画課及び福祉課の項児童福祉法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の

欄中第２項を第７項とし、同項の前に次の１項を加える。

　６　第24条の10の規定による指定の更新に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉企画課及び福祉課の項児童福祉法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の

欄第１項中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設」に改め、同項を同欄第５項とし、同項の前に次の

４項を加える。

　１　第21条の５の３第１項の規定による指定障害児通所支援事業者の指定に関すること。

　２　第21条の５の16の規定による指定の更新に関すること。

　３　第21条の５の19の規定による届出の受理に関すること。

　４　第21条の５の25の規定による届出の受理に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉企画課及び福祉課の項社会福祉法に関すること。の項総合支庁長専決事項の欄

第５項中「、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設」を削り、同課の項社会福祉法に関すること。の項総

合支庁部長専決事項の欄第２項を削り、同課の項社会福祉法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄第３項

及び第４項中「、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設」を削り、同欄第８項を削り、同課の項介護保険

法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄第６項中「第70条第５項」を「第70条第６項（第70条の３第２項

において準用する場合を含む。）」に改め、同欄中第57項を第58項とし、第８項から第56項までを１項ずつ繰り下

げ、第７項の次に次の１項を加える。

　８　第70条の３第１項の規定による指定特定施設の指定の変更に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉企画課及び福祉課の項介護保険法施行規則に関すること。の項を削り、同課の

項障害者自立支援法に関すること。の項総合支庁長専決事項の欄第２項中「及び第４項」を削り、同欄第３項中

「第49条第１項」を「第49条第１項及び第４項」に、「勧告」を「勧告及び命令」に改め、同欄第４項を次のように

改める。

　４　第51条の３第１項の規定による報告の徴収等に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉企画課及び福祉課の項障害者自立支援法に関すること。の項総合支庁長専決事

項の欄中第６項を第11項とし、第５項を第10項とし、第４項の次に次の５項を加える。

　５　第51条の４第１項及び第３項の規定による勧告及び命令に関すること。

　６　第51条の27第１項の規定による報告の徴収等に関すること。

　７　第51条の28第１項及び第４項の規定による勧告及び命令に関すること。

　８　第51条の32第１項の規定による報告の徴収等に関すること。

　９　第51条の33第１項及び第３項の規定による勧告及び命令に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉企画課及び福祉課の項障害者自立支援法に関すること。の項総合支庁部長専決

事項の欄第１項中「第48条第２項」を「第48条第２項、第51条の３第５項、第51条の27第３項、第51条の32第５項」

に改め、同課の項障害者自立支援法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄中第２項を削り、第３項を第２

項とし、第４項を第３項とし、同項の次に次の１項を加える。

　４　第41条第１項の規定による指定の更新に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉企画課及び福祉課の項障害者自立支援法に関すること。の項総合支庁課長専決

事項の欄中第７項を第12項とし、同項の前に次の５項を加える。

　７　第51条の２の規定による届出の受理に関すること。

　８　第51条の14第１項の規定による指定一般相談支援事業者の指定に関すること。

　９　第51条の21第１項の規定による指定の更新に関すること。

　10　第51条の25の規定による届出の受理に関すること。 

　11　第51条の31の規定による届出の受理に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉企画課及び福祉課の項中
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同部の項環境課の項自然公園

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

法に関すること。の項総合支庁長専決事項の欄第１項、第２項及び第４項中「同意」を「協議」に改め、同欄中第

14項を第15項とし、第13項を第14項とし、第12項を第13項とし、同欄第11項中「第39条第９項」を「第40条」に、

「変更の届出の受理」を「認定の取消し」に改め、同項を同欄第12項とし、同欄第10項中「確認」を「確認及び認

定」に改め、同項を同欄第11項とし、同欄中第９項を第10項とし、第６項から第８項までを１項ずつ繰り下げ、第

５項の次に次の１項を加える。

　６　第16条第４項において準用する第14条第３項の規定による認可の取消しに関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項環境課の項自然公園法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄中第８項を第

10項とし、第７項を第９項とし、第６項を第７項とし、同項の次に次の１項を加える。

　８　第41条第４項において準用する第39条第９項の規定による変更の届出の受理に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項環境課の項自然公園法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄中第５項を第

６項とし、第２項から第４項までを１項ずつ繰り下げ、第１項の次に次の１項を加える。

　２　第16条第４項において準用する第14条第２項の規定による公園事業の認可の失効の届出の受理に関するこ

と。

　別表第３保健福祉環境部の項環境課の項山形県立自然公園条例に関すること。の項総合支庁長専決事項の欄第１

項中「同意」を「協議」に改め、同欄中第３項を第９項とし、第２項を第８項とし、第１項の次に次の６項を加え

る。

　２　第９条第６項の規定による施設の位置等の変更の協議及び認可に関すること。

　３　第10条の２の規定による改善命令に関すること。

　４　第10条の３第１項及び第２項の規定による地位の承継の協議及び承認に関すること。

　５　第10条の４の規定による公園事業の休止及び廃止の届出の受理に関すること。

　６　第10条の５第３項の規定による認可の取消しに関すること。

１　第24条の規

定による福祉

サービスの提

供に係る報

告、検査等に

関すること。

高齢者の居住の

安定確保に関す

る法律に関する

こと。

１　第25条第１

項及び第２項

の規定による

立入調査等に

関すること。

山形県青少年健

全育成条例に関

すること（村山

総合支庁に限

る。）。

１　民生委員及

び児童委員に

対する知事感

謝状に関する

こと（知事が

別に定める基

準による場合

に限る。）。

知事感謝状に関

すること。

１　民生委員及

び児童委員に

対する知事感

謝状に関する

こと（知事が

別に定める基

準による場合

に限る。）。

知事感謝状に関

すること。
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　７　第10条の６の規定による原状回復命令等に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項環境課の項山形県立自然公園条例に関すること。の項総合支庁長専決事項の欄に次

の３項を加える。

　10　第17条の３第２項及び第３項の規定による生態系維持回復事業の確認及び認定に関すること。

　11　第17条の３第６項の規定による変更の確認及び認定に関すること。

　12　第17条の４の規定による認定の取消しに関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項環境課の項山形県立自然公園条例に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄中

第３項を第６項とし、第２項を第５項とし、第１項を第４項とし、同項の前に次の３項を加える。

　１　第９条第９項の規定による届出の受理に関すること。

　２　第10条の５第２項の規定による公園事業の認可の失効の届出の受理に関すること。

　３　第10条の７第１項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項環境課の項山形県立自然公園条例に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄に

次の２項を加える。

　７　第17条の３第９項の規定による変更の届出の受理に関すること。

　８　第17条の５の規定による生態系維持回復事業の報告の徴収に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項環境課の項山形県立自然公園条例施行規則に関すること。の項を削り、同課の項山

形県自然環境保全条例に関すること。の項総合支庁長専決事項の欄中第５項を第10項とし、第４項を第９項とし、

同欄第３項中「第14条の６」を「第14条の９」に改め、同項を同欄第８項とし、同欄中第２項を第３項とし、同項

の次に次の４項を加える。

　４　第14条の３第２項及び第３項の規定による生態系維持回復事業の確認及び認定に関すること。

　５　第14条の３第６項の規定による変更の確認及び認定に関すること。

　６　第14条の４の規定による認定の取消しに関すること。

　７　第14条の７第２項の規定による里山環境保全事業の執行の協議に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項環境課の項山形県自然環境保全条例に関すること。の項総合支庁長専決事項の欄第

１項中「第14条の５第２項」を「第14条の８第２項」に、「同条第３項及び第６項」を「第12条第３項及び第５項」

に改め、同項を同欄第２項とし、同項の前に次の１項を加える。

　１　第９条第２項の規定による保全事業の執行の協議に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項環境課の項山形県自然環境保全条例に関すること。の項総合支庁部長専決事項の欄

第１項中「及び協議」を削り、同欄第２項中「第11条第３項第４号」を「第11条第３項第７号」に改め、「及び協

議」を削り、同課の項山形県自然環境保全条例に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄第１項中「第10条第

８項及び第９項」を「第10条第７項」に改め、「及び通知」を削り、同欄第２項中「及び第４項」を削り、「普通地

域内」を「普通地区内」に改め、「及び通知」を削り、同欄中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、同欄第

３項中「第14条の５第１項」を「第14条の８第１項」に改め、同項を同欄第４項とし、同欄第２項の次に次の１項

を加える。

　３　第14条の３第９項の規定による変更の届出の受理に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項環境課の項山形県自然環境保全条例に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄

に次の１項を加える。

　７　第27条第２項の規定による生態系維持回復事業の報告の徴収に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項保健企画課の項社会福祉法に関すること（最上総合支庁に限る。）。の項総合支庁

長専決事項の欄第５項中「、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設」を削り、同課の項社会福祉法に関す

ること（最上総合支庁に限る。）。の項総合支庁部長専決事項の欄中第２項を削り、同課の項社会福祉法に関する

こと（最上総合支庁に限る。）。の項総合支庁課長専決事項の欄第３項及び第４項中「、身体障害者更生援護施設、

知的障害者援護施設」を削り、同欄第８項を削る。

　別表第３保健福祉環境部の項地域保健福祉課の項児童福祉法に関すること（庄内総合支庁に限る。）。の項総合支

庁長専決事項の欄中第２項を第６項とし、同項の次に次の２項を加える。

　７　第24条の39第１項の規定による報告の徴収等に関すること。

　８　第24条の40第１項及び第３項の規定による勧告及び命令に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項地域保健福祉課の項児童福祉法に関すること（庄内総合支庁に限る。）。の項総合支

庁長専決事項の欄第１項中「指定施設設置者等に対する」を削り、同項を同欄第５項とし、同項の前に次の４項を

加える。
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　１　第21条の５の21第１項の規定による報告の徴収等に関すること。

　２　第21条の５の22第１項及び第３項の規定による勧告及び命令に関すること。

　３　第21条の５の26第１項の規定による報告の徴収等に関すること。

　４　第21条の５の27第１項及び第３項の規定による勧告及び命令に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項地域保健福祉課の項児童福祉法に関すること（庄内総合支庁に限る。）。の項総合支

庁部長専決事項の欄第１項中「第24条の15第２項」を「第21条の５の21第２項（第21条の５の26第５項、第24条の

15第２項及び第24条の39第５項において準用する場合を含む。）」に改め、同課の項児童福祉法に関すること（庄

内総合支庁に限る。）。の項総合支庁課長専決事項の欄中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、同項の前に次

の１項を加える。

　６　第24条の10の規定による指定の更新に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項地域保健福祉課の項児童福祉法に関すること（庄内総合支庁に限る。）の項総合支

庁課長専決事項の欄第１項中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設」に改め、同項を同欄第５項と

し、同項の前に次の４項を加える。

　１　第21条の５の３第１項の規定による指定障害児通所支援事業者の指定に関すること。

　２　第21条の５の16の規定による指定の更新に関すること。

　３　第21条の５の19の規定による届出の受理に関すること。

　４　第21条の５の25の規定による届出の受理に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項地域保健福祉課の項児童福祉法に関すること（庄内総合支庁に限る。）。の項総合

支庁課長専決事項の欄に次の２項を加える。

　９　第24条の38の規定による届出の受理に関すること。

　10　第34条の３の規定による障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業に係る届出の受理に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項地域保健福祉課の項社会福祉法に関すること（子育て推進部で所掌するものを除

く。）（庄内総合支庁に限る。）。の項総合支庁長専決事項の欄第５項中「、身体障害者更生援護施設、知的障害

者援護施設」を削り、同課の項社会福祉法に関すること（子育て推進部で所掌するものを除く。）（庄内総合支庁に

限る。）。の項総合支庁部長専決事項の欄中第２項を削り、同課の項社会福祉法に関すること（子育て推進部で所掌

するものを除く。）（庄内総合支庁に限る。）。の項総合支庁課長専決事項の欄第３項及び第４項中「、身体障害

者更生援護施設、知的障害者援護施設」を削り、同欄第８項を削り、同課の項介護保険法に関すること。の項総合

支庁課長専決事項の欄第６項中「第70条第５項」を「第70条第６項（第70条の３第２項において準用する場合を含

む。）」に改め、同欄中第57項を第58項とし、第８項から第56項までを１項ずつ繰り下げ、第７項の次に次の１項

を加える。

　８　第70条の３第１項の規定による指定特定施設の指定の変更に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項地域保健福祉課の項介護保険法施行規則に関すること。の項を削り、同課の項障害

者自立支援法に関すること。の項総合支庁長専決事項の欄第２項中「及び第４項」を削り、同欄第３項中「第49条

第１項」を「第49条第１項及び第４項」に、「勧告」を「勧告及び命令」に改め、同欄第４項を次のように改める。

　４　第51条の３第１項の規定による報告の徴収等に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項地域保健福祉課の項障害者自立支援法に関すること。の項総合支庁長専決事項の欄

中第６項を第11項とし、第５項を第10項とし、第４項の次に次の５項を加える。

　５　第51条の４第１項及び第３項の規定による勧告及び命令に関すること。

　６　第51条の27第１項の規定による報告の徴収等に関すること。

　７　第51条の28第１項及び第４項の規定による勧告及び命令に関すること。

　８　第51条の32第１項の規定による報告の徴収等に関すること。

　９　第51条の33第１項及び第３項の規定による勧告及び命令に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項地域保健福祉課の項障害者自立支援法に関すること。の項総合支庁部長専決事項の

欄第１項中「第48条第２項」を「第48条第２項、第51条の３第５項、第51条の27第３項、第51条の32第５項」に改

め、同課の項障害者自立支援法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄中第２項を削り、第３項を第２項と

し、第４項を第３項とし、同項の次に次の１項を加える。

　４　第41条第１項の規定による指定の更新に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項地域保健福祉課の項障害者自立支援法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の

欄中第７項を第12項とし、第６項の次に次の５項を加える。

　７　第51条の２の規定による届出の受理に関すること。
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　８　第51条の14第１項の規定による指定一般相談支援事業者の指定に関すること。

　９　第51条の21第１項の規定による指定の更新に関すること。

　10　第51条の25の規定による届出の受理に関すること。 

　11　第51条の31の規定による届出の受理に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項子ども家庭支援課の項児童福祉法に関すること。の項総合支庁長専決事項の欄中第

３項を第９項とし、第２項を第６項とし、同項の次に次の２項を加える。

　７　第24条の39第１項の規定による報告の徴収等に関すること（最上総合支庁に限る。）。

　８　第24条の40第１項及び第３項の規定による勧告及び命令に関すること（最上総合支庁に限る。）。

　別表第３保健福祉環境部の項子ども家庭支援課の項児童福祉法に関すること。の項総合支庁長専決事項の欄第１

項中「指定施設設置者等に対する」を削り、同項を同欄第５項とし、同項の前に次の４項を加える。

　１　第21条の５の21第１項の規定による報告の徴収等に関すること（最上総合支庁に限る。）。

　２　第21条の５の22第１項及び第３項の規定による勧告及び命令に関すること（最上総合支庁に限る。）。

　３　第21条の５の26第１項の規定による報告の徴収等に関すること（最上総合支庁に限る。）。

　４　第21条の５の27第１項及び第３項の規定による勧告及び命令に関すること（最上総合支庁に限る。）。

　別表第３保健福祉環境部の項子ども家庭支援課の項児童福祉法に関すること。の項総合支庁部長専決事項の欄第

２項中「第24条の15第２項」を「第21条の５の21第２項（第21条の５の26第５項、第24条の15第２項及び第24条の

39第５項において準用する場合を含む。）」に改め、同課の項児童福祉法に関すること。の項総合支庁課長専決事

項の欄中第14項を第21項とし、第10項から第13項までを７項ずつ繰り下げ、同欄第９項中「第34条の16第１項」を「第

34条の17第１項」に改め、同項を同欄第16項とし、同欄第８項中「第34条の14」を「第34条の15」に改め、同項を

同欄第15項とし、同欄第７項中「第34条の13第１項」を「第34条の14第１項」に改め、同項を同欄第14項とし、同

欄第６項中「第34条の11」を「第34条の12」に改め、同項を同欄第13項とし、同欄第５項中「第34条の４第１項」

を「第34条の５第１項」に改め、同項を同欄第12項とし、同欄第４項中「第34条の３」を「第34条の４」に改め、

同項を同欄第11項とし、同欄中第３項を第８項とし、同項の次に次の２項を加える。

　９　第24条の38の規定による届出の受理に関すること（最上総合支庁に限る。）。

　10　第34条の３の規定による障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業に係る届出の受理に関すること（最上

総合支庁に限る。）。

　別表第３保健福祉環境部の項子ども家庭支援課の項児童福祉法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄中

第２項を第７項とし、同項の前に次の１項を加える。

　６　第24条の10の規定による指定の更新に関すること（最上総合支庁に限る。）。

　別表第３保健福祉環境部の項子ども家庭支援課の項児童福祉法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄第

１項中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設」に改め、同項を同欄第５項とし、同項の前に次の４項

を加える。

　１　第21条の５の３第１項の規定による指定障害児通所支援事業者の指定に関すること（最上総合支庁に限る。）。

　２　第21条の５の16の規定による指定の更新に関すること（最上総合支庁に限る。）。

　３　第21条の５の19の規定による届出の受理に関すること（最上総合支庁に限る。）。

　４　第21条の５の25の規定による届出の受理に関すること（最上総合支庁に限る。）。

　別表第３保健福祉環境部の項子ども家庭支援課の項社会福祉法に関すること（子育て推進部で所掌するものに限

る。）（庄内総合支庁に限る。）。の項総合支庁部長専決事項の欄第２項を削り、同課の項社会福祉法に関するこ

と（子育て推進部で所掌するものに限る。）（庄内総合支庁に限る。）。の項総合支庁課長専決事項の欄第８項を

削る。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　「

　別表第３産業経済部の項家畜保健衛生課の項中　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　に改め、同部の項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　」

農村計画課の項土地改良法に関すること（農村整備課で所掌するものを除く。）。の項総合支庁長専決事項の欄第

３項中「第３項」を「第３項（第84条において準用する場合を含む。）」に改め、同欄第８項から第10項までを削

り、同課の項土地改良法に関すること（農村整備課で所掌するものを除く。）。の項総合支庁部長専決事項の欄第

１項及び第２項中「、第95条の２第３項及び第96条の２第５項」を「及び第95条の２第３項」に改め、同欄第３項

中「第30条第２項」を「第30条第２項及び第３項」に、「認可」を「認可及び公告」に改め、同欄第５項中「及び第

95条の３」を削り、同欄第７項及び第８項中「第96条の４」を「第96条の４第１項」に改め、同欄中第15項を削り、

第16項を第15項とし、第17項から第24項までを１項ずつ繰り上げ、同課の項土地改良法に関すること（農村整備課

で所掌するものを除く。）。の項総合支庁課長専決事項の欄第３項中「（第96条の３第５項において準用する場合を

含む。）」を削り、同欄第４項及び第５項中「第96条の４」を「第96条の４第１項」に改め、同欄中第６項を第７

項とし、第５項の次に次の１項を加える。

　６　第96条の２第６項（第96条の３第５項及び第96条の４第２項において準用する場合を含む。）の規定による

報告の受理に関すること。

　別表第３産業経済部の項森林整備課の項森林法に関すること。の項総合支庁部長専決事項の欄第３項中「森林施

業計画」を「森林経営計画」に改め、同表建設部の項建設総務課、西村山建設総務課、北村山建設総務課及び西置

賜建設総務課の項水害予防組合法に関すること。の項総合支庁部長専決事項の欄第２項中「認可」を「届出」に改

め、同欄第４項中「許可」を「届出」に改める。

　別表第３建設部の項建設総務課、西村山建設総務課、北村山建設総務課及び西置賜建設総務課の項請負契約に関

すること（山形統合ダム管理課、高坂ダム管理課、庄内空港事務所及び荒沢ダム管理課に係るものを除く。）。の

項総合支庁部長専決事項の欄第１項中「商工観光部」を「商工労働観光部」に改め、同部の項西村山建設総務課、

北村山建設総務課及び西置賜建設総務課の項土地改良法に関すること。の項総合支庁部長専決事項の欄第１項中

「（第96条の３第５項において準用する場合を含む。）」を削り、「第87条の２第６項」を「第87条の２第10項」

に、「及び第96条の２第５項」を「、第96条の２第７項及び第96条の３第５項」に改め、同部の項用地課の項土地改

良法に関すること。の項総合支庁部長専決事項の欄第１項中「（第96条の３第５項において準用する場合を含

む。）」を削り、「第87条の２第６項」を「第87条の２第10項」に、「及び第96条の２第５項」を「、第96条の２第

７項及び第96条の３第５項」に改め、同部の項河川砂防課、西村山河川砂防課、北村山河川砂防課及び西置賜河川

砂防課の項土砂災害計画区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に関すること。の項総合支庁部長専

決事項の欄に次の３項を加える。

　５　第26条第１項の規定による調査に関すること。

　６　第28条第１項の規定による土地の立入り等に関すること。

　７　第29条第１項の規定による市町村への通知及び周知に関すること。

　別表第３建設部の項建築課の項建築士法に関すること（庄内総合支庁に限る。）。の項及び租税特別措置法に関

すること。の項を削り、同課の項優良田園住宅の建設の促進に関する法律に関すること。の項総合支庁部長専決事

項の欄第１項中「第３条第３項」を「第３条第４項」に改め、同課の項高齢者の居住の安定確保に関する法律に関

すること。の項総合支庁部長専決事項の欄第１項を次のように改める。

　１　第24条の規定による報告、検査等に関すること（保健福祉環境部福祉企画課及び福祉課で所掌するものを除

く。）。

　別表第３建設部の項建築課の項高齢者の居住の安定確保に関する法律に関すること。の項総合支庁部長専決事項

薬事法（動物用

医薬品に係るも

のに限る。）に

関すること。

薬事法施行令

（動物用医薬品

に係るものに限

る。）に関する

こと。

薬事法に関する

こと（動物用医

薬品に係るもの

に限り、配置販

売業に係るもの

を除く。）。

薬事法施行令に

関すること（動

物用医薬品に係

るものに限り、

配置販売業に係

るものを除く。）。
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の欄第２項中「第14条」を「第26条」に、「取消し等」を「取消し及び通知」に改め、同欄第３項を次のように改め

る。

　３　第27条の規定による所在不明者等の登録の取消しに関すること。

　別表第３建設部の項建築課の項高齢者の居住の安定確保に関する法律に関すること。の項総合支庁課長専決事項

の欄第１項中「第６条第１項」を「第７条」に、「登録」を「登録及び通知」に改め、同欄第２項中「第７条」を

「第８条」に改め、同欄第３項中「第８条第１項」を「第９条」に、「登録」を「届出の受理、登録及び通知」に

改め、同欄第４項中「第９条」を「第10条」に改め、同欄第５項中「第13条」を「第25条」に改め、同項を同欄第

８項とし、同欄第４項の次に次の３項を加える。

　５　第11条第３項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。

　６　第12条の規定による廃業等の届出の受理に関すること。

　７　第13条の規定による登録の抹消及び通知に関すること。

　別表第３建設部の項建築課の項高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則に関すること。の項を削り、同部

の項庄内空港事務所の項請負契約に関すること（別に定めるものを除く。）。の項総合支庁課長専決事項の欄第１

項及び同部の項山形統合ダム管理課、高坂ダム管理課及び荒沢ダム管理課の項総合支庁課長専決事項の欄第１項中

「商工観光部」を「商工労働観光部」に改める。

　別表第４第２号の表（児童相談所長の専決事項）の項第１項第１号中「障害児施設給付費」を「障害児入所給付

費」に改め、同項第２号中「施設給付決定」を「入所給付決定」に改め、同項第４号中「高額障害児施設給付費」

を「高額障害児入所給付費」に改め、同項第６号中「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に改め、同項第

８号中「第57条の２第１項」を「第57条の２第３項」に改め、同項第９号中「第57条の３」を「第57条の３第２項」

に改め、同項第10号中「第57条の４」を「第57条の３の３第１項及び第３項」に改め、同項第11号を次のように改

める。

　　(11) 第57条の４第２項の規定による報告の徴収等に関すること。

　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。
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